新山小学校いじめ防止基本方針

伊那市立新山小学校

１　いじめの防止等のための基本的な考え方
(1)　いじめの定義
　　いじめの定義は，法第２条において次のとおり規定されています。
	　「いじめ」とは，児童等に対して，当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネットを通じて行われるものを含む。）であって，当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。


　　具体的には，以下のようなものがあります。
· 冷やかしやからかい，悪口や脅し文句，嫌なことを言われる
· 仲間はずれ，集団により無視をされる
· 軽くぶつかられたり，遊ぶふりをして叩かれたり，蹴られたりする
· ひどくぶつかられたり，叩かれたり，蹴られたりする
· 金品をたかられる
· 金品を隠されたり，盗まれたり，壊されたり，捨てられたりする
· 嫌なことや恥ずかしいこと，危険なことをされたり，させられたりする
· パソコンや携帯電話等で，誹謗中傷や嫌なことをされる　　など

（2）基本的な考え方
　いじめは，どの子にも，どの集団においても起こりうることを踏まえ，より根本的ないじめの問題克服のためには，全ての児童を対象としたいじめの未然防止の観点が重要であり，全ての児童を，いじめに向かわせることなく，心の通う対人関係を構築できる社会性のある大人へと育み，いじめを生まない土壌をつくるために，学校職員をはじめ，関係者が一体となった継続的な取組が必要である。このため，学校の教育活動全体を通じ，全ての児童に「いじめは決して許されない」ことの理解を促し，児童の豊かな情操や道徳，自分の存在と他人の存在を等しく認め，お互いの人格を尊重し合える態度など，心の通う人間関係を構築する能力の素地を養うことが必要と考える。また，いじめの背景にあるストレス等の要因にも着目し，その改善を図り，ストレスに適切に対処できる力を育む観点と，加えて，全ての児童が安心でき，自己有用感や充実感を感じられる学校生活づくりを人権教育を基盤として進めていくことが，未然防止の観点から最も重要と考える。
いじめを許さない児童の人権感覚の育成には，教育する側が意図する・しないに関わらず，学校生活を営む中で，児童が自ら学び取っていくすべての事柄の中で，教職員の人権感覚はもちろんのこと，言葉遣いや日々のさり気ない態度等が大きく影響することを肝に銘じて教育活動を展開していく。学級集団が，いじめ・からかい等を許容する雰囲気をもっているといじめは起きやすく，「いじめは絶対に許さない」という集団の雰囲気があるといじめが起こりにくいことは集団の同調行動として見られることなので，教職員集団が本気になっていじめをなくそうと一致団結して動いている姿勢を，児童，保護者，地域に積極的に発信していくことが，いじめをなくす取組の第一歩と考える。
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２　いじめの防止等の対策のための組織と役割
　(1) 組織
本校では，「いじめ・不登校等対策委員会」を設置して，いじめの防止等に努めます。委員の構成は，校長，教頭，生徒指導，各担任，養護教諭，専科で構成するものとします。いじめを発見した際には，全職員で取り組むようにします。なお、この基本方針、マニュアルについては、年度当初の職員会議
　　 や職員研修で共通理解します。
　(2) 役割
①　学校基本方針に基づく取組の実施や具体的な年間計画の作成・実行・検証・修正の中核として取り組むようにします。　
②　いじめの相談・通報の窓口として取り組むようにします。
③　いじめの疑いに関する情報や児童の問題行動に係る情報の収集と記録,共有を行うようにします｡
④　いじめの疑いに係る情報があった時は緊急会議を開いて，いじめの情報の迅速な共有，関係のある児童への事実関係の聴取，指導や支援の体制・対応方針の決定と保護者との連携といった対応を組織的に実施するための中核となるようにします。
３　いじめの防止等に関する取組
　(1) いじめの未然防止としての人権教育の徹底
　　　　いじめの問題の根本的な解決のためには，「いじめはどの子供にも，どの学校でも起こりうるものである」との認識を持ち，全ての児童を対象としていじめの未然防止に取り組みます。
1 学校の教育活動全体を通じ，全ての児童に「いじめは決して許されない」ことの理解を促します。そのために，人権教育全体計画のもとに，道徳や学級活動などの授業の際に，人権にかかわる内容を大切に扱うようにします。また、年度当初には、担任から学校いじめ防止基本方針の概要を説明します。
2 児童の豊かな情操や道徳心，自分の存在と他人の存在を等しく認め，お互いの人格を尊重し合える態度などを養うようにします。そのために，人権教育全体計画のもとに，なかよし集会などの全校の活動を行うようにします。
3 いじめの背景にあるストレス等の要因に着目し，その改善を図り，ストレスに適切に対処できる力を育成するに努めます。そのために，子どものかかえるストレスの把握に努めるとともに，ストレスを解消するような活動を行うように授業を工夫します。
4 保護者や地域では，学校の取組みを理解し，日常的な家庭教育や地域の健全育成の取組などを通じて子どもたちを見守り，関っていくことように呼びかけます。
　(2) いじめの早期発見
　　　　　いじめは大人の目に付きにくい時間や場所で行われたり，遊びやふざけあいを装って行われたりするなど，大人が気付きにくく判断しにくい形で行われることが多いことを教職員は認識し，ささいな兆候であっても，いじめではないかとの疑いを持って，早い段階から的確に関わりを持ち，いじめを隠したり軽視したりすることなく，いじめを積極的に認知する必要があります。
①　日頃から児童の見守りや信頼関係の構築等に努め，児童が示す変化や危険信号を見逃さないようアンテナを高く保つようにします。
②　学期ごとのアンケート調査や「むつみの時間」などを活用した教育相談を実施します。
3 相談窓口「子ども相談室」などの周知等により，児童の相談体制を整えます。
④　いじめの早期発見ができるように，家庭や地域が連携して，情報収集に努めます。
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